
 

 

 

 

スクリーニング検査 
(PA法又はCLEIA法) 

確定検査（WB法） 

結果の説明、栄養方法の
選択等について説明	

児の3歳児以降の
HTLV-1抗体検査の受診
等について説明勧奨 

児のHTLV-1抗体検査 

妊婦健康診査におけ
るHTLV-1抗体検査 

妊娠30週頃まで 

保険診療で行なう	

産院退院時　または 
1か月健診時 

3歳児以降 

陽性の場合、偽陽性が多いので必ず確定検査を行う	

陽性　または　判定保留（→オプション：PCR検査）で
対策を希望する場合	

完全人工栄養　または	
凍結母乳栄養　または	
短期母乳栄養	

児の栄養方法の決定	

妊娠35週頃まで 

自己意思で決定した栄養法をサポートする	

ヒト T 細胞白血病ウイルス-1 型（HTLV-1）母子感染予防のための保健指導の標準化に

関する研究（研究代表者：森内浩幸 長崎大学大学院医師薬学総合研究科教授） 

〈平成 22 年度厚生労働科学特別研究〉 

背景 HTLV-1 母子感染予防対策

には、キャリアの頻度の地域差、

検査方法の問題点（スクリーニン

グ検査における偽陽性、確認検査

における判定保留例、PCR 検査の

標準化や保険適用化がなされてい

ないこと等）、唯一確実な予防法が

断乳であるがその効果は完全では

ないこと、等大きなジレンマがあ

る（右図）。そうした中で HTLV-1

母子感染予防対策が全国展開で実

施されることになり、全国的に統

一された適切な保健指導を行うこ

とが必要となった。 

研究目的 本研究の目的は、 

 HTLV-1 母子感染予防に携わる母子保健医療従事者のためのマニュアルを作成すること 

 全国全ての都道府県の母子保健担当者を招集しての講習会を開催すること 

 母子感染の啓蒙のためのリーフレット（母子手帳に挟むもの）を作成し配布すること 

 以上により、HTLV-1 母子感染予防対策が全国で混乱なく開始運用されることを目指す。 

 

主な研究成果 

 マニュアルを作成し、下記講習会の配布資

料とともに、全国の分娩機関、保健所、大

学の産婦人科学および小児科学教室、諸学

会へ発送した。マニュアルに示した妊婦の

スクリーニング検査実施からキャリア妊

婦から生まれた子どもの追跡調査に至る

までの大まかな流れは右図のとおり。 

 平成 23 年 3 月、東京、大阪において、全

国都道府県からの代表者（都道府県・政令

指定都市・中核市・保健所設置市・特別区

の母子保健担当者、都道府県医師会・日本

産婦人科医会の会員である医師）に対し、

HTLV-1 母子感染予防対策講習会を開催

した。 

 母子健康手帳に挟むリーフレットを作成

し全国の市町村に配布して、妊娠届出者に

手渡すようにした。 


